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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
青
梅
市
東
青
梅

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
三
号

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
条
例

第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

ふ
ぐ
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

㈠

学
科
試
験

令
和
三
年
九
月
十
一
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十

一
時
三
十
分
ま
で

㈡

実
技
試
験

令
和
三
年
九
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
間
に
行
い
、
各
受
験
者
宛
て
試
験
日
時
を
通
知

す
る
。

二

試
験
会
場

学
校
法
人
後
藤
学
園
（
豊
島
区
南
池
袋
三
丁
目
十
二
番
五
号
）

三

試
験
内
容

㈠

学
科
試
験

ア

条
例
及
び
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

イ

ふ
ぐ
に
関
す
る
一
般
知
識

㈡

実
技
試
験

ア

ふ
ぐ
の
種
類
及
び
内
臓
の
識
別
に
関
す
る
こ
と
。

イ

ふ
ぐ
の
処
理
技
術

四

試
験
手
数
料

一
万
九
千
七
百
円
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五

願
書
受
付
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
木
曜

日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

三
時
三
十
分
ま
で

六

願
書
受
付
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
一
階
臨
時
窓
口
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁

目
八
番
一
号
）

七

受
験
資
格

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
調

理
師
免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の㈠

東
京
都
知
事
の
与
え
た
免
許
を
有
す
る
ふ
ぐ
調
理
師
の
下
で
、

ふ
ぐ
の
取
扱
い
（
条
例
第
十
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す

る
場
合
を
除
く
。
）
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

㈡

㈠
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者
と
同
等
以
上

の
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ア

次
に
掲
げ
る
府
県
の
知
事
が
与
え
た
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す

る
免
許
を
有
す
る
者
（
高
知
県
知
事
が
与
え
た
ふ
ぐ
の
処
理

に
関
す
る
免
許
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
令
和
二
年
三
月

以
前
に
行
わ
れ
た
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
限
る
。
）

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、
静

岡
県
、
愛
知
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
奈
良
県
、
鳥
取
県
、

岡
山
県
、
山
口
県
、
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、

福
岡
県
、
熊
本
県
、
宮
崎
県
又
は
鹿
児
島
県

イ

次
に
掲
げ
る
県
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の

知
事
又
は
市
長
が
二
年
以
上
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
し
た
者
を

対
象
と
し
て
行
う
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
講
習
会
を
修
了
し
、

当
該
知
事
又
は
市
長
が
ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
こ
と
を
認
め
た

者
宮
城
県
、
山
形
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
長
野

県
、
岐
阜
県
、
三
重
県
、
広
島
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
沖

縄
県
、
仙
台
市
、
宇
都
宮
市
、
前
橋
市
、
高
崎
市
、
広
島
市

又
は
福
山
市

八

合
格
発
表

令
和
三
年
十
一
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
四

時
三
十
分
ま
で
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課

（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
北
側
）
及
び
東
京
都
中
央
卸
売

市
場
豊
洲
市
場
七
街
区
管
理
施
設
棟
一
階
ロ
ビ
ー
（
江
東
区
豊
洲

六
丁
目
六
番
一
号
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す

る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時
か
ら
東
京
都
福
祉
保
健
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https:／／w

w
w
.fukushihoken.m

etro.tokyo.lg.jp／

index.htm
l

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
用
紙
等
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健

康
安
全
課
及
び
東
京
都
市
場
衛
生
検
査
所
（
江
東
区
豊
洲
六
丁

目
六
番
一
号
（
豊
洲
市
場
内
）
）
に
お
い
て
、
令
和
三
年
五
月

十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
記
健
康
安
全
課
（
電
話
〇
三
（
五
三

二
〇
）
四
三
五
八
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

中
野
区
東
中
野
五
丁
目
五
十
一
番

及
び
同
番
四
の
一
部

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一

号住
友
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

仁
島

浩
順

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
崎
駅
西
口
Ｆ
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

小
原

眞
吾

二

住
所

品
川
区
大
崎
三
丁
目
七
番
六
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日
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東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
本
多
三
丁
目
三
十
六
番

二
、
同
番
十
四
、
同
番
十
四
地
先

及
び
三
十
七
番
十
七

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

W
A
T
ERS

takeshiba

（
ウ
ォ
ー
タ

ー
ズ
竹
芝
）

二

店
舗
所
在
地

港
区
海
岸
一
丁
目
十
番
三
十
号
ほ
か

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

港
区
海
岸
一
丁
目
二
十
二
番
一
ほ
か

六

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

港
区
海
岸
一
丁
目
十
番
三
十
号
ほ
か

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ビ
オ
セ
ボ
ン
・
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社
ほ

か
二
名

九

変
更
日

令
和
二
年
九
月
一
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

八
潮
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

パ
ト

リ
ア

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
八
潮
五
丁
目
五
番
三
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー
ほ
か
七

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー
ほ
か
六

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー
ほ
か
三

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

岸
本

七
朗
（
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ

リ
ュ
ー
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

岸
本

圭
司
（
株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ

リ
ュ
ー
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
元
年
十
月
十
六
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
三
月
八
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
高
輪
四
丁
目
十
番
三
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

四

設
置
者
住
所

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
二
十
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ス
ピ
ン
グ
ル
カ
ン
パ
ニ
ー
ほ

か
十
八
名

七

変
更
日

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
三
年
三
月
十
六
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
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十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
四
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
二
十
番
七
号
ほ

か

三

設
置
者
名

サ
ッ
ポ
ロ
不
動
産
開
発
株
式
会
社
ほ
か

一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
二
十
番
三
号
ほ

か

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

四
百
十
一
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内

四
百
十
一
台

七

変
更
前
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
西
側
ほ
か

二
百
台

八

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
西
側
ほ
か

二
百
十
五
台

九

変
更
前
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
内

百
八
・
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

十

変
更
後
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
内

二
百
二
十
六
・
四
二
立
方
メ

ー
ト
ル

十
一

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

八
箇
所

店
舗
北
側
ほ
か

十
二

変
更
後
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

六
箇
所

店
舗
北
側
ほ
か

十
三

変
更
日

令
和
三
年
十
一
月
六
日

十
四

届
出
日

令
和
三
年
三
月
五
日

十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑
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